
令和３年５月 第２回定例庁議 

 

１ 開催日時 令和３年５月 24日（月）午前９時 30分～午前 10時 15分 
 
２ 開催場所 ４階特別会議室 
 
３ 付議事項（第６条） 

 

⑴ 指示事項（市長の指示、注意等）  

コロナのワクチン接種が、国だけでなく、現在の本市にとっても最優先課題である

ことを職員全員が認識し、協力をお願いしたい。 

 

 ⑵ 審議事項（市行政運営の基本方針、総合計画、重要議案、主要事業計画等の策定

及び調整に関すること） 

  ①市民生活部所管の各種計画に係る策定方針等について（市民生活部長） 

生涯学習推進計画をはじめ、今年度策定や中間見直しを予定している４つの計画

に係る策定方針について、審議をお願いする。 

  ・市議会に対しては、新人議員もいるため、他の部署でも計画策定を予定している

場合は、今期定例会の会期中にまとめて説明した方が良い。（モーターボート競

走事業管理者） 

  →文化振興基本計画についても合わせて説明を行うこととする。（産業文化部長） 

  →男女共同参画プランは２か年かけて策定をすすめており、既に昨年度で説明は終

えている。（総務部長） 

 

  ②（仮称）丸亀市コロナ緊急経済対策特別定額給付金について（産業文化部長） 

市長公約である市民一人あたり 10 万円の給付事業について、事業計画案を作成

したので審議をお願いする。本日、市議会全員協議会において説明する。また、明

日には記者発表を行う予定であり、同様の資料で情報提供する。 

  ・市内経済対策の観点からすると、相続人が申請するケースでは、相続人にも市内

の住所要件を求める必要があるのではないか。（市長公室長） 

  →相続人も給付対象者と同じ要件を付すこととする。 

 

 ⑶ 報告事項（市政に重大な影響を与える法令等の制定改廃、国及び県の動向、又は 

重要な事務事業の進行状況に関すること） 

なし 

 



４ その他 

①マルタスの運営状況について（市民生活部長） 

  市民交流活動センター（マルタス）については、コロナの影響により５月 14 日以

降休館としているが、今年度に入ってからの４月、５月の利用状況等を報告する。 

また、官民連携のプラットフォームとして、市の各部局との情報共有や連携も図り

ながら一層の行政効果に繋げていくために、マルタスを活用した取組について全庁に

メールで調査を行うので協力をお願いする。 

 ・指定管理者からの提案はあるか。（モーターボート競走事業管理者） 

 →市との連携をもっと強化したいと考えており、今回の調査を情報提供することで、

今後は双方向の提案ができるような関係を目指したい。 

 

 ②火災の発生状況について（消防長） 

５月 18日（火）に発生した住宅火災について報告する。 

 

 ③まるがめ婆娑羅まつりの中止について（産業文化部長） 

  感染防止対策が困難であることや企業協賛が難しい経済状況であることなどから、

実行委員会において中止を決定したので報告する。 

 

 ④今後の議会運営における事務連絡などについて（議会事務局長） 

  先日の新人議員研修では、各部にご協力をいただきお礼申し上げる。 

  本会議での答弁では、一問一答形式の場合、再質問には自席でワイヤレスマイクに

より対応していたが、今後は、マイクが備え付けとなり、スイッチのＯＮ／ＯＦＦに

ついても事務局で対応する。 

  議会では、タブレットの活用によるペーパーレス化を推進しており、今後は、各種

委員会等においても、順次導入することとしているので対応をお願いする。 

 

５ 副市長から 

  ６月議会では新人議員もいるので、口頭の説明だけでは分かりにくいと思われる案

件について、適宜簡潔な資料を準備し、理解しやすい配慮をお願いする。 

 

６ 教育長から 

  小中学校におけるコロナ対応の現状であるが、小中学校の子どもにも感染者が発生

している。親子のほか、幼稚園・保育所・こども園から小中高校生まで、家族間の感

染が増えている。 



  対応として、校長会で、市教委マニュアルの周知徹底と、実際に対応した学校の事

例を情報共有している。 

  保健所による接触者の特定、連絡を受けてから、学校と市教委間の協議、保護者へ

の連絡など、多くの時間を要しており、担当課は休日に関係なく対応に追われている

現状がある。 

  学びの保障も問題になってくるが、今後各学校において対応していく。 

  運動会については、多くの小学校が２学期に延期し、中学校は２学期に行事が多い

ため、１学期中での開催を検討している学校が多い。 

 

７ モーターボート競走事業管理者から 

  公共施設の休館が多い中ではあるが、ボートレースまるがめでは、昨日までの５日

間のレースを万全の感染症対策で臨み、開催することができた。このレースの初日に

は、レーサーの一人に、感染が発覚した別のレース場での出場者が含まれており、レ

ースへの参加を中止するとともに、３日目からはレースを中止する前提で運営をすす

めていたが、結果は陰性で全日程を無事終えることができた。 

売上が期待される７月のボートレース甲子園は何としても開催したいところであ

り、選手や関係者から感染者が出ないよう万全を期していきたい。 

   

８ 出席状況 

⑴ 庁議構成者（第５条） 

 

職 氏 名 出欠 

市 長 松 永 恭 二 ○ 

副 市 長 徳 田 善 紀 ○ 

教 育 長 金 丸 眞 明 〇 

モーターボート  

競走事業管理者 
大 林   諭 〇 

市 長 公 室 長 横 田 拓 也 〇 

総 務 部 長 栗 山 佳 子 〇 

健康福祉部長 宮 本 克 之 〇 

市民生活部長 小 山 隆 史 ○ 

都市整備部長 吉 本 博 之 ○ 

産業文化部長 山 地 幸 夫 ○ 



ボートレース 

事 業 局 次 長 
福 本 泰 幸 〇 

教 育 部 長 七 座 武 史 〇 

消 防 長 田 中 道 久 ○ 

議会事務局長 渡 辺 研 介 ○ 

 

(2) 関係職員（第９条） 

   市長公室職員課長     徳 田   寛 

総務部財政課長      宮 西 浩 二 

       

(3) 事務局（市長公室秘書政策課） 

   市長公室秘書政策課長        窪 田 徹 也 

   市長公室秘書政策課副課長      谷 本 智 子 

   市長公室秘書政策課政策推進担当長  宇 野 大志郎 

   市長公室秘書政策課主任       大 川   智 


